
当座勘定規定（一般）                          （下線部：改定箇所） 

 
以上 

変更前 変更後 

第８条（手形、小切手用紙等） 

 

（略） 

     

⑤手形用紙、小切手用紙、または払戻請求書の請求が

あった場合には、必要と認められる枚数を実費で

交付します。 

 

第８条（手形、小切手用紙等） 

 

（略） 

     

⑤払戻請求書の交付請求があった場合には、必要と

認められる範囲内で当行所定の同請求書を実費

で交付します。 

 


